
［事案 24-100］ 配当金請求  

・平成 24年 12月 20日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 設計書記載の老後設計資金および長寿祝金について記載どおりの金額の支払いを求めて

申立てがあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

 平成元年８月に加入した定期保険特約付終身保険について、加入の際、募集人から、老

後設計資金および長寿祝金について、設計書に記載された金額は必ず支払われるとの説明

を受け、それが減額になること、配当金の仕組み等についての説明は一切なかった。よっ

て、設計書に記載どおりの金額を支払ってほしい。 

＜保険会社の主張＞ 

 下記の理由から、申立人の請求に応ずることはできない。 

(1)老後設計資金および長寿祝金の原資が社員配当金であり、社員配当金が剰余金の分配金 

 であるという性質上、一定額の支払いが保証されているものではない。 

(2)設計書の老後設計資金および長寿祝金の額は「約」を付して記載されており、また、将 

 来の支払額を約するものではない旨明記されていることから、募集人がこれに反する説 

 明をしたとは考えられない。 

＜裁定の概要＞ 

 裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面の内容にもとづき審理

した結果、下記の理由により申立内容は認められないことから、指定(外国)生命保険業務

紛争解決機関「業務規程」第 37条にもとづき、裁定書を持ってその理由を明らかにして裁

定手続きを終了した。 

(1)本契約の約款には以下の記載があることから、老後設計資金および長寿祝金は、社員配 

 当準備金から支払われるもので、これは運用実績によって変動するものであり、加入時 

 に確定した金額となるものではない。 

 ①保険会社は定款の規定によって積立てた社員配当準備金のうちから社員配当金を割り 

  当てる。 

 ②社員配当金は、契約者が選択した方法により分配される。 

 ③契約者が生存保険金の買増に充てる方法を選択した場合、社員配当金は生存保険金の 

  一時払保険料に充当される。 

 ④被保険者が生存保険金の満期時に生存しているときは、保険契約者に累積生存保険金 

  が支払われる。 

 ⑤本契約においては、保険料払込満了時に支払われる累積生存保険金を老後設計資金と 

  呼び、その後５年ごとに支払われる累積生存保険金を長寿祝金と呼ぶ。 

(2)以下のとおり、設計書等の記載に明確に反して、加入時に、募集人から老後設計資金、 

  長寿祝金が必ず支払われる旨の説明があったと認めることはできない。 



 ①契約時に募集人から提示され、説明を受けた設計書には「将来の支払いを約束するもの 

 ではない」等の記載があり、また記載された金額にも「約」が付されており、確定した 

 金額が記載されているわけではない。 

 ②保険証券と一緒に送付された保障設計内容の説明書には、平成元年度の支払配当率がそ 

   のまま推移したと仮定して計算したものであり、将来の支払額を約束するものではない 

  旨の記載がある。 

(3)なお、申立人は、本保険の運用において、将来の金利等を考慮しない欠陥商品である、 

 保険会社が経営努力もせずに保険会社への無配当を続けていること、株主には配当をし 

 ておきながら、保険契約者への配当がない等主張し、保険会社の経営の妥当性について 

 も争っているが、保険契約者に対する無配当は、いわゆるバブル経済の崩壊後の急速な 

 経済状態の変化によるものであり、他の保険会社も同様な状態であることから、この点 

 についての法的な責任を認めることは困難である。 

 


